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氏  名               印   

 

誰を後見人等に選任するかについて、本人の陳述を聴こうとしましたが、 

□ 本人と意思疎通ができないため、 

□ 本人から陳述がない、又は本人が無関係な陳述をしたため、 

本人の陳述を聴くことができませんでした。 

 その詳しい事情は、次のとおりです。 

例：本人が高次脳機能障害であり、意思疎通ができない。本人が興奮して会話を拒否した。 

本人は「分からない」と述べたまま何も話そうとしなかった。 

意見を聴いたところ、本人が「○○（本人の具体的な陳述内容）」と無関係な陳述しかしなかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ □は，該当する方にチェック又は■にしてください。 


